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第 ７ 回

熊本県議会 新幹線及び高速交通対策特別委員会会議記録

平成20年6月24日（火曜日）

午前10時４分開議

午後零時10分閉会

本日の会議に付した事件

(1) 九州新幹線鹿児島ルートに関する件

(2) 高速交通体系に関する件

(3) 付託調査事件の閉会中の継続審査につ

いて

(4) その他

出席委員（16人）

委 員 長 早 川 英 明

副委員長 中 村 博 生

委 員 山 本 秀 久

委 員 倉 重 剛

委 員 竹 口 博 己

委 員 渡 辺 利 男

委 員 小 杉 直

委 員 大 西 一 史

委 員 鎌 田 聡

委 員 九 谷 弘 一

委 員 守 田 憲 史

委 員 小早川 宗 弘

委 員 田 代 国 広

委 員 西 聖 一

委 員 早 田 順 一

委 員 上 田 泰 弘

欠席委員 （なし）

委員外議員 （なし）

説明のため出席した者

地域振興部

部 長 小 宮 義 之

次 長 松 見 辰 彦

政策調整審議員兼

地域政策課課長補佐 坂 本 孝 広

政策審議員兼

熊本都市圏振興室長 内 田 一 成

交通対策総室長 小 林 豊

交通対策総室副総室長 古 森 誠 也

商工観光労働部

観光物産総室長 梅 本 茂

観光物産総室副総室長 松 岡 岩 夫

土木部

部 長 松 永 卓

首席土木審議員兼

道路整備課長 戸 塚 誠 司

都市計画課長 船 原 幸 信

新幹線都市整備課長 佐 藤 國 一

警察本部

交通部長 北 里 幸 則

交通規制課長 田 上 隆 章

事務局職員出席者

政務調査課課長補佐 後 藤 勝 雄

議事課課長補佐 徳 永 和 彦

午前10時４分 開議

○早川英明委員長 ただいまから第７回新幹

線及び高速交通対策特別委員会を開催をいた

します。

本日の委員会に１名の傍聴申し込みがあり

ましたので、これを許可したいというふうに

思います。

今回は執行部を交えた最初の委員会であり

ますので、一言ごあいさつを申し上げたいと

いうふうに存じます。

委員の皆様方の御推挙により、委員長を仰

せつかっております早川でございます。中村
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副委員長の御協力をいただきながら、本委員

会の円滑な運営に努めてまいりたいと考えて

おりますので、どうかひとつよろしくお願い

を申し上げます。

さて、本委員会には、九州新幹線鹿児島ル

ートに関する件、そしてまた高速交通体系に

関する件が付託をされております。

御案内のとおり、九州新幹線鹿児島ルート

につきましては、平成22年度末の全線完成に

向けて鋭意工事が進められております。

また、新幹線を活かした熊本づくりにつき

ましては、新幹線くまもと創りプロジェクト

推進本部において検討をされ、ＫＡＮＳＡＩ

戦略を初めとして開業を見据えた取り組みが

進められているところでございます。また、

高速交通体系につきましては、今年付託案件

に追加をされております。新幹線効果を最大

限に生かしていくための地域高規格道路整備

や阿蘇くまもと空港振興策などについても、

さまざまな課題を抱えているところでござい

ます。

当委員会といたしましても、各施策につき

まして審議を通してよりよい方向へ導くため

に、委員各位の積極的な御意見を御期待申し

上げるところでございます。どうかひとつ中

村副委員長ともども１年間よろしくお願いを

申し上げます。

なお、今回も基礎資料を準備しました。一

部資料の入れかえを行いお配りをしておりま

すので、御活用をしていただきたいというふ

うに思います。この厚い冊子でございます。

それでは、審議に入りますが、今回は新メ

ンバーによる初めての審議であり、関係部課

の事業概要を主として審議を行う予定にして

おります。

まず、初めに、関係職員の紹介を受けたい

と思います。

前列の職員の皆様につきまして、自席から

自己紹介をお願いします。なお、後列の職員

につきましては、配付資料の中の職員名簿に

よって紹介にかえさせていただきたいという

ふうに存じます。

それでは、順次お願いをいたします。小宮

地域振興部長からよろしくお願いします。

(小宮地域振興部長～小林交通対策総室長

の順に自己紹介)

○早川英明委員長 今、御紹介いただきまし

た小林交通対策総室長には、今回の議会が最

後ということを承っておりますので、ひとつ

その点につきましてごあいさつのほどを。

○小林交通対策総室長 ３年と３カ月熊本県

にお世話になってまいりましたが、７月１日

付をもちまして国土交通省に戻ることになり

まして、まだまだ実績も上げきれないという

ところで大変申しわけないところもございま

すけれども、東京に戻りましてもしっかり熊

本県を支えてまいりますのでよろしくお願い

します。ありがとうございました。(拍手)

○早川英明委員長 続けます。

(梅本観光物産総室長～内田熊本都市圏振

興室長の順に自己紹介)

○早川英明委員長 次に、執行部を代表して

小宮地域振興部長からごあいさつ及び概要説

明をお願いしますが、着座のままで結構でご

ざいます。そしてまた、委員の先生方、暑う

ございますから上着のほうも適時脱いでくだ

さい。

それでは、よろしくお願いします。

○小宮地域振興部長 それでは、委員会開会

に当たりまして、執行部を代表して、ごあい

さつ及び本委員会の付託案件の概要について

御説明申し上げます。

恐縮ながら、着座のまま御説明申し上げま

す。

早川委員長、中村副委員長を初め委員の皆

様方におかれましては、これから１年間、九

州新幹線鹿児島ルート及び高速交通体系に関
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する諸問題につきまして御審議いただきます

が、県政の重要課題であり、執行部といたし

ましても一生懸命取り組んでまいりますの

で、どうぞよろしく御指導のほどをお願い申

し上げます。

それでは、付託調査事件の概要について説

明いたします。

まず、九州新幹線鹿児島ルートに関する件

でございます。

現在、県下におきましては、高架橋などの

土木工事が今年度末完了に向け計画的に進ん

でおり、軌道・電気工事も昨年から始まりま

した。また、熊本駅舎、新玉名駅舎、熊本総

合車両基地などの建築工事も近々本格的に始

められる予定です。県といたしましては、で

きる限りの支援を行うとともに、熊本の玄関

口である熊本駅周辺の街路整備や連続立体交

差事業のほか、新玉名駅周辺の整備に対しま

して引き続き全力で取り組んでまいります。

平成20年度の九州新幹線鹿児島ルートの事

業費につきましては、昨年度の1,045億円を

上回る1,270億円が確保され、本県分として5

45億円が配分されており、平成22年度末の全

線完成が促進されると考えております。

また、大阪方面への直通運転に関しまして

は、昨年、ＪＲ３者間で九州新幹線の全線開

業時に実現することが合意されたところでご

ざいます。今後とも関係機関と連携し、また

県議会の御支援をいただきながら、さらなる

利便性向上のため、新大阪への直通列車の最

大限の運転本数確保や、博多駅での対面乗り

かえなどの利便性の高い運行形態の実現を目

指し、要望活動等を積極的に展開してまいり

たいと考えております。

九州新幹線を活用した熊本づくりにつきま

しては、平成18年５月に策定した新幹線くま

もと創り戦略及びプロジェクトを推進し、こ

れまでプロジェクトに掲げられたさまざまな

取り組みが県内各地で動き出しております。

全線開業まで３年を切ったことから、全線開

業に焦点を絞り開業効果が最大限発揮される

よう、目に見える成果を上げる取り組みを重

点的かつ優先的に実施するとともに、民間と

これまで以上に連携し、県民総参加の取り組

みとして展開してまいりたいと考えておりま

す。

また、直通運転が決まった中国・関西地域

に向けては、本年２月に策定したＫＡＮＳＡ

Ｉ戦略を羅針盤に、熊本のイメージ確立やブ

ランド力の向上に資する具体的な取り組みを

進めてまいります。

次に、新幹線熊本駅と阿蘇くまもと空港間

のアクセス改善につきましては、今年度は優

先信号機器を活用した既存リムジンバスの高

度化や豊肥本線駅からのシャトルバスの運行

等について、利用ニーズの精査や試験運行を

行い、今後可能なものから実現を図っていく

こととしております。

、 、また 豊肥本線を活用した施策についても

空港周辺の開発動向や事業の採算性等を考慮

しつつ、実現が可能な方策についてＪＲ等関

係機関と協議を行ってまいります。

新幹線を活用した観光振興につきまして

は、今議会において蒲島知事が表明した「歴

史回廊くまもと 観光立県宣言」を踏まえ、

さまざまな観光施策を展開していくこととし

ております。県民総参加で観光立県の推進に

取り組むための推進体制を築くとともに、新

たな観光行動計画を策定する等、観光立県宣

言の具現化に努めてまいります。

続きまして、今回から付託調査事件に加わ

りました高速交通体系に関しましては、現状

を中心に説明をさせていただきます。

まず、九州の縦軸や横軸を形成する高規格

幹線道路と地域高規格道路でございます。

高規格幹線道路につきましては、南九州西

回り自動車道や九州横断自動車道延岡線の整

備が国において進められております。

さらに、高規格幹線道路と一体となってネ

ットワークを形成する地域高規格道路につき
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ましては、熊本環状道路や熊本天草幹線道路

の整備が国と県の役割分担のもと進められて

おり、中九州横断道路についても国において

調査が進められております。

今後とも、国の事業につきましては国に整

備促進を求めていくとともに、県の事業につ

きましては重点的に取り組んでまいります。

最後に、航空路線の利用促進でございます

が、阿蘇くまもと空港の振興は本県の拠点性

を高め、観光、交流やビジネスの活性化を図

る上で極めて重要と認識しております。その

ため国内線の拡充や熊本－ソウル線の週５便

化など、空港の利便性及び機能性の強化に努

めてまいりたいと考えております。

、 、以上 概要について御説明いたしましたが

詳しくは総室長及び各課長から説明申し上げ

ますので、御審議のほどをよろしくお願い申

し上げます。

○早川英明委員長 それでは、議題(1)につ

いて執行部から事業概要の説明を受け、その

後質疑を受けたいというふうに思います。

説明に当たりましては、可能な限り簡潔に

お願いをします。

それでは、交通対策総室長から順次説明を

。 。お願いします 着座のまま結構でございます

○小林交通対策総室長 では、着席で御説明

させていただきます。

まず、お手元の資料１ページ目から――き

ょうは最初の委員会でございますので、全体

を主要なポイントについて御説明をさせてい

ただきたいと思います。

まず、１ページ目からですが、九州新幹線

鹿児島ルートに関する件ということで、計画

の概要を記してございます。

３ページ目をお開きいただきますと、建設

促進活動ということで、これまで平成19年度

の活動の内容を記してございます。

４ページ目でございますが、説明の主なポ

イントについて黄色でマーカーをしてござい

ます。平成20年度の建設促進活動の予定でご

ざいますが、まず九州新幹線鹿児島ルートに

、 、つきましては 19年度の1,045億円を上回り

1,270億円が配分されております。熊本県分

につきましても12.8％増ということでござい

ますが、22年度末完成に向けては、ことし以

上の予算額というものを、さらに21年度に求

めていく必要があるということでございま

す。

さらに、利便性の向上のために、先ほど部

長の冒頭のあいさつにもございましたが、博

多駅での対面乗りかえや大阪直通本数の最大

限の確保、東京方面の直通運転の実現等につ

いて、重点的に取り組みを展開したいと考え

ております。

今後の各方面に対する要望内容の主要点は

５ページ目の上段に書いてございますが、公

共事業費の重点配分でありますとか、利便性

の向上策、さらには第三セクターに対する支

援策、加えてＫＡＮＳＡＩ戦略への連携の強

化といったものが主要ポイントでございま

す。

以上です。

○佐藤新幹線都市整備課長 それでは、事業

の進捗状況について御説明いたします。

資料７ページのほうをお願いいたします。

(3)の事業の進捗状況でございますが、事

業費ベースの進捗状況につきましては、先ほ

どからお話がありましたように、県内事業費

としまして545億円が配分される予定でござ

いまして、その結果20年度の本県内の事業費

ベースの進捗率は78％となる予定でございま

す。なお、本県の新幹線負担金につきまして

は６月議会で計上いたしております。

それから、真ん中付近の用地の進捗状況で

ございますが、現在の進捗状況は99.9％の進

捗状況でございます。残り450平方メートル

ほど４件の関係者がございますけれども、こ
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れはつけかえ道路等に伴う用地でございまし

て、新幹線本線には影響しませんが、引き続

き地権者の理解を求めてまいります。

それから、土木工事につきましては、県内

の完成率は79％となっております。

それから、８ページをお願いいたします。

県内工事の状況でございますが、トンネル

については、残っておりました新田原坂トン

ネルがこの２月に貫通いたしまして、これで

県内の10トンネルはすべて貫通いたしまし

た。また、高架橋につきましても各地区で急

ピッチで工事が進められておりまして、平成

20年度中にはトンネルや高架橋の土木工事が

おおむね完了すると聞いております。昨年の

秋口から大牟田－玉名付近で軌道工事に着手

されております。

９ページのその他でございますけれども、

駅舎でございますが、この２月に新玉名駅舎

が、また５月には熊本駅舎の工事が発注され

ております。

以上でございます。

○坂本政策調整審議員兼地域政策課課長補佐

私のほうから、九州新幹線を活用した熊本

づくりについて御説明をさせていただきま

す。

説明資料の10ページをお願いいたします。

九州新幹線全線開業を熊本の地域振興と観

光の発射台ととらえ、県外からたくさんの方

々に訪れてもらい、楽しんでもらい、そして

住んでもらえるよう県民、各機関や団体及び

県・市町村が一体となって取り組んでまいり

たいと考えております。

これまでの取組みについてでございます

が、38機関・団体から成る新幹線くまもと創

りプロジェクト推進本部、並びに熊本地域及

び地域振興局を単位に地域推進本部を設置い

たしまして、161本にも及びますプロジェク

トを中心といたしまして県内全域で展開して

いるところでございます。

平成19年度までの主な取組みについて、県

が実施したものについて簡単に御説明をさせ

ていただきます。

分野ごとの主な取組みのうち、交通分野に

つきましては、阿蘇、天草などの方面別の交

通アクセス強化のための横軸交通アクセス強

化推進協議会での、交通結節拠点における実

証実験等を実施しているところでございま

す。特に、阿蘇地域では、後ほど交通対策総

室長から詳しく御説明があるかと思います

が、デュアル・モード・ビークルの実証実験

。 、を３月に実施したところでございます また

天草方面におきましては、快速あまくさ号の

ＪＲ三角駅前乗り入れの実証実験を、９月末

まで継続して行っているところでございま

す。

交流促進分野についてでございますが、一

番下に書いてございますが、財団法人地域活

性化センターのスポーツ拠点づくり推進事業

を活用いたしまして、全国小学生ＡＢＣバド

ミントン大会を開催し、スポーツを通じた交

流の促進を図っているところでございます。

12ページをお願いいたします。

広域的な取り組みについてでございます

が、世界遺産の暫定リスト登録に向けた取り

組みがいろんなところで起こっております

が、旧万田坑や三角西港を含めた九州・山口

の近代化産業遺産群と、阿蘇－火山との共生

とその文化的景観について、新たに暫定リス

ト入り候補として文化庁に提案をしていると

ころでございます。

また、長崎県からの提案により、既に暫定

リスト入りしております教会群と教会関係遺

産について、天草地域の大江や崎津の天守堂

並びに富岡のキリシタン供養碑などの、文化

財の暫定リスト入りの追加登録を目指した動

きも出てきているところでございます。

人吉・球磨地域におきましては、6月1日に

、肥薩線川線100周年イベントを開催するなど

民間と行政など関係機関が連携した取組みが
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進行しておりまして、来年度の肥薩線100周

年に向けて大きな動きが出ているところでご

ざいます。

続きまして、農林水産業・商工業振興分野

におきましては、県内のツーリズム実践者の

サービスの質の向上を図るため、３月にガイ

ドラインを作成したところでございます。

また、本年２月には、関西・中国地方をタ

ーゲットとしたＫＡＮＳＡＩ戦略を策定、公

表したところでございます。

続きまして、13ページになりますが、平成

20年度の取組みについてでございます。

これまでの新幹線くまもと創りの各分野や

地域における取組みを踏まえ、開業効果が最

大限発揮されるように取組みを加速させると

ともに、各プロジェクトを着実に具体化し、

県民総参加による県内全域での展開を目指し

てまいります。特に、ＫＡＮＳＡＩ戦略に基

づき、本県の認知度向上と交流拡大を図って

いくことといたしております。

新幹線くまもと創りプロジェクトの推進に

つきましては、本年８月に開催予定の推進本

部会議におきまして、全線開業まで３年を切

る中で戦略の再編を目指しております。

主な取組み内容といたしましては、平成19

年度までの実績を踏まえ、全線開業までに目

に見える成果を上げられるように重点的、優

先的に実施するとともに、カウントダウンフ

ォーラムを開催するなど、県民の意識醸成を

図り、民間とこれまで以上に連携した県民総

参加による取組みを推進してまいります。

さらに、各新幹線駅等においての開業記念

イベント等についても検討し準備してまいり

ます。

14ページをお願いをいたします。

ＫＡＮＳＡＩ戦略の推進につきまして、本

格的な取り組みといたしましては本年度がス

。 、タートの年であります 県民の参加を得つつ

くまもとブランドの確立とＫＡＮＳＡＩ地域

への発信に向けた効果的、重点的な取り組み

を行うことといたしております。

主な取り組みといたしましては、くまもと

ブランドの確立に向けた機運の醸成、素材の

磨き上げ、本県の統一イメージのロゴの作成

、 、等を行うとともに ＫＡＮＳＡＩ地域に向け

知事のトップセールスを始めくまもとブラン

ドが定着するように、積極的にＰＲ・セール

スを実施してまいりたいと考えております。

ＫＡＮＳＡＩ戦略を全庁的に取り組むため

、 、に 推進体制のところに記載しておりますが

庁内にプロジェクトチームを設置するととも

にＫＡＮＳＡＩ地域の有識者の助言をいただ

、 、くため 知事のトップセールスによりまして

くまもとＫＡＮＳＡＩ戦略アドバイザー４名

を既に委嘱したところでございます。

今後、民間と連携した推進体制整備を行い

ながら、本戦略の実行体制を確立してまいり

たいということで考えております。

以上です。

○小林交通対策総室長 続きまして、阿蘇く

まもと空港へのアクセスの改善でございます

が、お手元の資料15ページをお願いいたしま

す。同時に、参考資料としまして、資料の１

の地図をごらんいただければと思います。

昨年度、リムジンバスの改善といたしまし

て、新ルート３ルートと豊肥線沿線からのシ

ャトルバスについての試験走行を実施したと

ころであります。本年度は昨年度の状況を踏

まえまして、リムジンバスにつきましては、

既存リムジンバスの高度化、優先信号機器を

搭載したり、バスロケーションシステムを活

用することによって、現在そのような機械を

積んでおりませんので、これを積んでどのぐ

らい時間が短縮できるのかという検証をいた

します。

新ルートにつきましては、お手元の資料の

ほうでは幾つか色の違うルートで書いてござ

いますが、１つルートを絞り込んで、さらに

需要面等の検証を行いたいと考えておるとこ
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ろでございます。

次に、豊肥本線からのシャトルバスにつき

ましては昨年度非常に好評でございまして、

早期に実現をしてほしいという声もございま

したので、この可能性についてさらに検証を

進めたいと考えております。

次に、豊肥本線を活用した施策についてで

ございますが、新幹線対策特別委員会、さら

にはその前の交通対策特別委員会のときか

ら、豊肥本線を空港まで延伸するプランにつ

きまして検討を進めている状況について御報

告を申し上げてまいりましたが、この構想を

早期、または10年、十数年の規模で実現する

ことを考えた場合に、初期投資または維持管

、 、 、理費 さらには採算性 もろもろ考えますと

なかなか早期にこれを実現するというものは

難しいであろうという結論に至ったところで

ございます。

ただし、この豊肥本線の沿線につきまして

は、現在人口の集積、さらには産業地域の集

積が進んでございますので、加えて新水前寺

駅の改築等による利便性の向上というものが

図られてまいることから考えますと、この豊

肥本線を有効活用し、空港との連携を図り、

阿蘇方面へのアクセスにもつなげていきた

い、このような構想を具体性をもって短期的

にできる方策はないかということで、現在検

討を進めております。

一つのプランとしましては、大津駅の改良

工事にあわせまして、ホームでのバスの対面

乗りかえといったことで、鉄道とバスとのア

クセス性を高め、定時性のあるアクセスを実

現するということも一つの選択肢に置きつつ

20年度は検討を進めたいと考えております。

この検討につきましては、県と関係者との

協議もいたしますが、国の公共交通活性化プ

ログラム、これは、国100％の調査費でござ

いますが、こちらの採択が決まっており、７

月以降この検討が開始されるという見込みと

なっておりますので、御報告をさせていただ

きます。

以上です。

続きまして、デュアル・モード・ビークル

についてでございますが、お手元の資料の２

をごらんいただきたいと思っております。

県内の屈指の観光地でございます阿蘇地

域、その中の南阿蘇鉄道を舞台にしまして、

鉄道と観光地とを結ぶ、またはその地域とを

結ぶ新しい足としてデュアル・モード・ビー

クル、これはＪＲ北海道が検討を進めていた

交通手段でございますが、この実証実験につ

いて、３月20日から22日までの３日間、一般

のモニターの方を乗せて実験をさせていただ

きました。

資料２の２ページ目をごらんいただきます

と、全モニターとして183名、そのうちアン

ケートを皆様にしていただきましたが、その

うち「導入の必要性がある」と回答した方が

85.7％にのぼるなど大変好評、かつ阿蘇地域

の新しい交通手段として採用してほしいとい

う声がたくさん聞かれたところでございま

す。こうしたことを受けまして、今後まだま

だ技術的な課題はございますが、早期の実現

に向けて県も率先してこれに引き続き取り組

んでまいりたいと考えてございます。

このうち、お手元の分厚い資料の２でござ

いますが、この中でニュースリリースという

ＪＲ北海道の取り組みについての、５月28日

付のＪＲ北海道の記述がございまして、この

中で現在乗車人数が少ない、または踏切感知

システムの問題等ございますが、これについ

てＪＲ北海道のほうでは、トヨタ及び日野自

動車と組んで新しい車両の開発を行い、乗車

人数をふやし、早期の実用化を図り、これを

今年の洞爺湖サミットでお披露目をするとい

う方針でございますので、どんどん進化して

いく乗り物ということで、引き続き県と市町

村も取り組んでまいりたいと考えております

ので、御報告申し上げたいと思います。

以上です。
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○梅本観光物産総室長 観光物産総室でござ

います。

資料につきましては17ページでございま

す。

(5)で九州新幹線を活用した観光振興でご

ざいますけれども、先般知事のほうから発表

いたしました「歴史回廊くまもと 観光立県

宣言」に基づきまして、積極的な事業展開を

図っていきたいと考えております。

上のほうに四角の中で 「歴史回廊くまも、

と 観光立県宣言」の具現化に向けた取り組

みとして３つ書いておりますが、１点目が、

観光立県の実現に向けた体制の構築でござい

ます。できるだけ急ぎまして、新幹線開業と

いうことを念頭にきちんと置きながら、より

実践的、実働的な体制を、民間と一緒になっ

てつくっていきたいと考えております。

２点目が、新しい観光アクションプランの

策定でございます。現在のアクションプラン

が17年度から19年度までの３カ年ということ

になっておりますので、その検証をしながら

新しい観光アクションプランをつくりまし

て、数値目標などを入れまして早期に取りま

とめたいと考えております。

また、３点目は、観光立県を推進するため

の条例の制定に向けた取り組みでございま

す。県民総力戦で観光立県を目指すための条

例の制定を視野に入れながらの取り組みをさ

せていただきたいと考えております。

17ページの下から、これまでの取り組みを

るる書かせていただいておりますが、18、19

それから20ページまでがこれまでの取り組み

でございまして、恐縮ですが21ページをごら

んいただきたいと思います。

平成20年度の取り組みでございますけれど

も、(1)として、九州新幹線全線開業準備キ

ャンペーン「思いたったら、くまもと曜日」

の実施ということで書かせていただいており

ます。大型観光キャンペーンをＪＲなどとタ

イアップしながら取り組んでいきたいと考え

ておりまして、ＫＡＮＳＡＩ戦略と連携しな

、 、 、がら 新幹線沿線の大都市圏 とりわけ福岡

広島、岡山、大阪を中心に観光宣伝活動を展

開しまして誘客に努めてまいりたいと考えて

おります。この７月15日から10月の末までを

念頭に置きながら、夏秋の巻として観光キャ

ンペーンを張る予定でございます。

このうち福岡につきましては、宿泊客のお

よそ３分の１が福岡からの来客であるという

点、それから広島、岡山、大阪といったＫＡ

ＮＳＡＩ地域におきましては、まだおよそ８

％程度の誘客にとどまっておりまして、これ

から大きなマーケットが期待できるという点

で、これらのターゲットをきちんと念頭に置

きながらの取り組みをさせていただきたいと

思っております。

22ページでございます 「歴史回廊くまも。

と」の発信ということで、とりわけこの４月

20日に本丸御殿のオープン、それから４月25

日には永青文庫展示室のオープン、それから

６月に青井阿蘇神社の国宝指定がございまし

たので、これを観光振興の好機ととらえまし

て、市町村と一緒になってＰＲ活動を打って

まいりました。

とりわけ、一番最初のポツで書いておりま

す例えばフジテレビの全国放送の「めざまし

テレビ」に、本丸御殿とあわせまして阿蘇、

天草、人吉などの県内各地の観光情報を盛り

だくさんで全国に向けて発信したところでご

ざいます。おかげをもちまして、永青文庫、

本丸御殿とも大変好調な誘客といいますか、

来客の状況でございます。

それとあわせまして、２番目の丸で書いて

おります季刊誌「くまもと時間(たいむ)」の

発行、それからその次の温泉・食をテーマと

した観光宣伝活動の実施で、温泉や食(グル

メ)をテーマとした宣伝活動をＫＡＮＳＡＩ

等に対して展開する予定でございます。

こういった歴史回廊、それから温泉・食な
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どをテーマとしまして、できるだけ来訪され

た方々の滞在時間を延ばしまして、点ではな

くて面で勝負をいたしまして、本物嗜好、ゆ

っくり目の肥えた来客対応ということを図っ

ていきたいと考えております。

23ページでございますけれども、キャンペ

ーンとあわせまして、県のホームページ特別

サイトや衛星放送の「スカイパーフェクトＴ

Ｖ」を活用しまして、ロアッソ熊本戦などに

おいて特別広報を実施しております。

、「 」(2)でございますけれども 我がまちの宝

探し・磨き上げでございますけれども、これ

は県内の観光資源を磨き上げていこうという

取り組みでございまして、特に着地型と呼ん

でおりますけれども、地元提案、地域提案の

観光素材を収集しまして、観光客、代理店に

発信する取り組みを強化していきたいと考え

ております。

また、(3)はおもてなしの心の醸成でござ

いまして、これは先ほどの県民運動として展

開をしていきたいと考えております。

(4)は、九州観光推進機構、あるいは九州

各県との連携でありまして、①として、九州

観光推進機構と連携した旅行商品の開発、②

として、この商品を東京、名古屋、大阪、福

岡などの旅行会社に対してＰＲするような取

り組みを行っております。また、③として、

九州各県と連携して、南九州や大分、長崎と

も連携しまして誘客に努めていきたいと考え

ております。

24ページでございますが、このほか海外戦

略としてとりわけ東アジア、大変観光客伸び

ておりまして、韓国からは約30万、全国４位

という統計数値が出ておりますが、こういっ

た新たな市場開拓などを念頭に置きながら、

外国人誘客・誘致に努めてまいりたいと考え

ております。

以上でございます。

○内田政策審議員兼熊本都市圏振興室長 熊

本都市圏振興室でございます。

資料の25ページをお願いいたします。

新幹線新駅周辺整備についでございます。

熊本駅周辺の整備につきましては平成17年

６月、新玉名駅の周辺整備につきましては平

成18年２月に、県・市で整備基本計画を策

定・公表いたしまして協定を締結いたしまし

た。この計画に基づきまして役割を分担し、

両駅の着実な整備を推進することとしており

ます。

、 、熊本駅周辺整備につきましては 今年３月

第３回のトップ会議を開催いたしました。

別添の資料３で、結果の概要について御報

告いたします。

お手元に配付の別添資料をごらんいただき

たいと思います。真ん中付近に資料３がござ

います。

まず、熊本駅周辺における都市機能のあり

方につきましては、０番線跡地や鉄道高架下

などにおきまして、民間を主体として駅周辺

に求められる都市機能のあり方について議論

を行いました。

会議では、高架下を活用した県産品市場の

必要性を再確認するとともに、子育て支援施

設の検討を進めることといたしました。

次に、交通結節のあり方につきましては、

市電の駅舎への乗り入れの検討状況や阿蘇、

天草などへの乗りかえ利便性向上に向けた取

り組みなどにつきまして意見交換を行い、市

電乗り入れにつきましては引き続き検討を行

うこととしました。

最後に、在来線の駅舎につきましては、県

が試算しましたデザインスケッチの実現に必

要な建設費の額を踏まえ、その費用負担など

につきまして意見交換を行い、それぞれで持

ち帰りで検討することとなりました。

一番下には、現在の会議の構成メンバーを

記載しております。

次のページ以降は、トップ会議で使用いた

しました資料の中から利活用構想図、駅舎の
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デザインを添付しております。

続きまして、また戻りますが、委員会資料

の27ページをお願いいたします。

中段以降に書いてございます新熊本合同庁

舎の整備についてでございます。国関係機関

の移転・集約を図るため、国におきまして事

業が実施をされております。規模及び事業費

につきましては記載のとおりですが、Ａ棟に

つきましては、昨年度着工し21年度に完成予

定でございます。Ｂ棟につきましては、今年

度から民間資金などを活用して公共施設の建

設や管理運営を行うＰＦＩ方式で整備され、

今年７月に入札公告、12月に民間事業者の選

定が予定をされております。

以上で説明を終わります。

○佐藤新幹線都市整備課長 25ページにお戻

りいただきたいと思います。

(1)の熊本駅周辺整備につきまして御説明

をいたします。あわせまして、基礎資料のこ

ちらの青いものですけど、基礎資料の４の１

ページでございますが、この周辺整備の概要

図のほうをごらんいただきたいと思います。

まず、番号①の連続立体交差事業でござい

、 、ますが これは熊本駅から上熊本駅付近まで

鹿児島本線の約６キロメートル、それから豊

肥本線の約１キロメートルの在来線を高架化

、 、し また関連する街路を整備することにより

東西に分断されていた市街地の一体化と踏切

の除却による交通の円滑化を図るものでござ

います。

この在来線の高架化工事は、新幹線開業後

の平成23年度ごろから本格化しまして、平成

28年度の完成を目指しております。

次に、26ページをお願いいたします。

連続立体交差事業に関連する基盤整備につ

いてでございます。

まず、県が事業主体となる春日池上線ほか

５路線と東口駅前広場の整備でございます。

先ほどの図面をまたごらんいただきたいと

思います。

この右上に凡例を示しておりますけれど

も、新幹線開業時までに完成予定の道路を緑

色の実線で示しております。それから、在来

線が高架された後、平成30年度までに完成予

定の道路を緑色の斜線で示しております。

また、番号②の春日池上線(１工区)は、新

幹線開業時までに暫定２車線で整備しまし

て、在来線の高架化後に４車線で整備する予

定でございます。

それから、番号③の春日池上線(３工区)に

つきましては、平成22年度までに暫定２車線

で整備する予定でございます。

また、東口駅前の道路となります番号④の

熊本駅北部線、番号⑦の熊本駅帯山線、それ

と番号⑥の駅前から新合同庁舎付近までの熊

本駅城山線、１工区でございますが、これに

つきましては新幹線開業時までに４車線で整

備する予定でございます。

さらに、番号⑨の東口駅前広場につきまし

ては、新幹線開業時までに暫定整備を行い、

在来線高架後の平成30年度までに整備する予

定でございます。

次に、27ページをお願いいたします。

この27ページでございますが、これは熊本

市が事業主体となる周辺整備でございます

が、図面上では黄色で示しております。

番号⑩の熊本駅西土地区画整理事業につき

ましては新幹線開業時までに、それから区域

内の春日池上線２工区を暫定２車線でこれも

整備するとともに、西口駅前広場、それから

熊本駅西口線、田崎春日線の道路も完成する

というふうに聞いております。

それから、番号⑪でございますが、番号⑪

の熊本駅東Ａ地区市街地再開発事業も、新幹

線開業時までに完成予定と聞いていましたけ

れども、用地取得の難航に伴い１年ほど完成

がおくれる模様でございます。

次に、28ページをお願いいたします。

(2)の新玉名駅周辺整備でございますが、
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あわせて基礎資料の５の１ページの図面をお

開きいただきたいと思います。

県が事業主体となるアクセス道路でござい

ますが、番号①の玉名立花線は図面で赤色の

実線で示している区間、それから玉杵名大橋

付近から国道208号玉名バイパスまでの区間

を、新幹線開業時までに２車線で整備する予

定でございます。

次に、新幹線と在来線の連続立体交差化に

よる高架橋工事に影響するため、先月から行

っております陸橋の通行規制について御説明

いたします。

別添の資料の４のほうをお開きいただきた

いと思います。

２ページ目にそれぞれの陸橋の位置図の図

面がございます。これは北が上のほうでござ

います。段山陸橋は５月11日から、それから

田崎陸橋が６月１日から通行規制をしており

まして、春日陸橋は７月の６日から通行規制

の予定でございます。

次に、３ページをごらんいただきたいと思

います。裏のほうになります。

迂回開始後の交通状況でございますけれど

も、番号２の①の段山陸橋につきましては、

迂回開始翌日には約1.5キロメートルの渋滞

が確認されましたけれども、信号調整の結果

現在は緩和されつつあります。

番号２の②の田崎陸橋につきましても、迂

回開始翌日には約１キロメートルの渋滞が確

認されました。その後目立った混乱はありま

せんけれども、朝夕一時的に混雑が確認され

ていますので、陸橋の西にある交差点の改善

を警察と協力して行う予定です。

これにつきましては、交差点の一部改良を

これまで行いまして、実は昨日警察の御協力

を得て信号機の調整を行っております。その

結果、けさは車の流れは渋滞なくスムーズに

流れておりましたので、ここに御報告いたし

ます。

それから、また番号３にあります春日陸橋

も来月から規制を開始いたしますので、今後

とも広報を活用しまして、迂回やそれから公

共交通機関利用への協力の呼びかけを行いま

すとともに、交通量調査により検証を引き続

き行っていきたいと思います。

以上でございます。

○戸塚首席土木審議員兼道路整備課長 それ

では、今回から付託事項になりました高速交

通体系について御説明いたします。

資料29ページをお願いいたします。

高速交通体系としましては、高速道路関係

と航空路線がございますけれど、道路整備課

のほうでは、高規格幹線道路等の整備という

ことで説明をしてまいりたいと思っておりま

す。高規格幹線道路等というのは、高規格幹

線道路と地域高規格道路ということでござい

ます。

まず、最初に、高規格幹線道路の整備とい

うことで御説明いたします。

高規格幹線道路というのは、自動車の高速

交通の確保を図るために必要な道路でござい

まして、全国的な高速自動車交通網を構成す

る自動車専用道路でございます。

下のほうの体系図で示しておりますとお

り、これが高規格幹線道路網の整備体系でご

ざいまして、まずそのうちの一つということ

で、国土開発幹線自動車道建設法に基づきま

して、高速道路株式会社または国土交通省に

おいて整備が進められます国土開発幹線自動

、 。 、車道 高速自動車国道がございます それと

国土交通大臣の指定に基づきまして、国土交

通省により整備が進められます一般国道自動

車専用道路というのがございます。

この図の右側のほうには、それぞれに熊本

県内であたる道路、国土開発幹線自動車道に

つきましては九州縦貫自動車道、それと九州

横断自動車道延岡線がございます。一般国道

自動車専用道路といたしましては南九州西回

り自動車道がございます。
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この29ページの中ほどでございますけど、

平成15年度からは高速自動車国道を、国と地

方の費用負担で整備するという新直轄方式が

導入されております。

30ページをお願いいたします。

高規格幹線道路の計画決定、事業着手まで

の手続、手順をここに示しております。

この高規格幹線道路網というのは、昭和62

年に第四次全国総合開発計画の中で盛り込ま

れたものでございまして、先ほど説明いたし

ました国土開発幹線自動車道につきまして

は、基本計画区間、整備計画区間ということ

で、こういった形で整備熟度が上がってまい

ります。それぞれ区間の手続としましては、

右側の黄ラインで引いておりますとおり、国

土開発幹線自動車道建設会議の議を経て国土

交通大臣が決定するということになっており

ます。

それで、事業段階に入りますと、有料道路

方式と先ほど申しました新直轄方式に分かれ

まして、有料道路方式になりますと、高速道

路株式会社が独立行政法人日本高速道路保

有・債務返済機構と協定を締結して、国土交

通大臣の事業認可を受けまして事業着手とい

。 、うことになります 新直轄方式になりますと

そのまま国土交通省のほうで実施していくと

いう状況になります。また、一般国道自動車

専用道路も基本計画、整備計画という段階が

ございますけど、これはいずれにしても国土

交通省の中で決めていくという手続になって

おります。

31ページですけども、これまでの経過とい

うことで、主として県内の高規格幹線道路の

経緯をずっと表にしております。

最初は、昭和62年に先ほど言いました四全

総の中で高規格幹線道路網が位置づけられた

ということを受けまして、南九州西回り自動

車道、九州縦貫自動車道、それと九州横断自

動車道延岡線、この辺の手続、経緯を書いて

おります。

中ほど、平成15年４月25日のところですけ

ども、高速自動車国道を国と地方の費用負担

で整備する新直轄方式に関する法案、これが

成立したのがこの時期でございます。

、 。続きまして 32ページをお願いいたします

県内の高規格幹線道路の現在の路線別の状

況でございます。

まず、最初に、九州縦貫自動車道でござい

ます。県内延長は134.5キロメーターで、４

車線で全線供用をしております。現在はスマ

ートインターチェンジの設置可能性の箇所調

査ということで進めております。

次が、九州横断自動車道延岡線でございま

す。これは御船町から宮崎県の延岡市に至り

ます95キロの自動車専用道路でございまし

て、県内延長約44キロということで、御船－

山都間というのが、新直轄方式を適用いたし

まして国で現在事業を進めております。

さらに、山都町から県境までの21キロ区間

につきましては、現在基本計画区間というこ

とでございます。

今後の取り組みといたしましては、整備計

画区間につきましては、早期完成に向けまし

て沿線町あたりと連携を図りながら、国へ事

業促進を働きかけてまいっております。

33ページをお願いいたします。南九州西回

り自動車道でございます。これは一般国道３

号の自動車専用道路でございまして、八代市

と鹿児島市を結ぶ延長約140キロということ

でございまして、県内では約50キロの延長に

なっております。

既に八代日奈久道路は供用開始しておりま

して、現在事業展開中というのは、日奈久芦

北道路の約16.8キロ区間でございまして、既

に田浦インターまでは無料で供用開始をして

おります。現在は田浦インター、芦北インタ

ー、これは仮称でございますけど、この間の

８キロ区間について事業中でございまして、

平成20年度中の供用に向けて現在取り組んで

いるということでございます。
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続きまして、それより以南でございます芦

北出水道路、これは県内延長21キロでござい

ます。現在は用地買収を主とした事業展開を

しているということでございます。

今後の取り組みといたしましては、早期完

成に向けまして、沿線自治体と連携をとりな

がら国へ事業促進を働きかけてまいっていき

たいと思っております。

２番目ですけども、(1)地域高規格道路の

整備ということで資料をつくっております。

地域高規格道路というのは、高規格幹線道路

と一体となりまして、地域の基幹道路ネット

ワークを形成します自動車専用道路、もしく

はこれと同等の規格を有する道路というふう

にしております。

この道路につきましては、県土の横軸を形

成する道路の整備を県の最重要課題というふ

うに位置づけておりまして、この実現に向け

まして地域高規格道路の整備が必要だという

ことでございます。

、 。続きまして 34ページをお願いいたします

こちらのほうは、地域高規格道路の路線、

区間の指定、事業までの手続・手順というの

を図表で載せております。先ほどの高規格幹

線道路と違いまして、それぞれ路線、区間と

いう名称の中で、まず候補路線というのが出

てまいります。候補路線を経てその次が計画

路線、そして調査区間、整備区間と上がりま

して事業着手ということになります。

現在、事業中というのは、中九州横断道路

――阿蘇大津間、それと天草幹線道路といた

しまして熊本宇土、それと大矢野バイパス、

熊本西環状道路、この３路線を今事業をして

おります。

35ページに経過をまとめておりますけど、

平成６年に現在事業中の３路線が計画路線指

定を受けまして、あと一つ候補路線として島

原天草長島連絡道路が指定を受けておりま

す。４年後の平成10年に候補路線として有明

海沿岸道路Ⅱ期が指定されております。

続きまして、中ほどから各路線別に事業状

況を御説明いたします。

中九州横断道路、これは熊本市と大分市を

結びます120キロの地域高規格道路というこ

とで、県内延長は53キロでございます。本県

におきまして県土の横軸を形成し、九州にお

ける本県の拠点性を高める上で重要な路線と

いうふうに考えております。

現在、事業を展開しておりますのは阿蘇大

津道路ということで、延長約５キロを国のほ

うで進めておりますけれども、現在は地下水

等の水文調査を実施中ということでございま

す。熊本－大津間、この21キロ区間について

は現在調査区間ということでございます。

今後の取り組みといたしましては、阿蘇大

津道路につきましては、地下水への影響調査

の促進を国に求めていきますとともに、大津

町－熊本市間につきましては、早期整備区間

指定に向けまして調査促進を国に求めていく

ことにしております。

続きまして、36ページでございます。

熊本環状道路ということで、熊本市の約30

キロがこの路線指定を受けております。現在

地域高規格道路として整備を進めております

のは熊本西環状道路、一般県道砂原四方寄線

の約９キロ、これを県で実施しております。

現状というところで、現在、花園工区、池

上工区、２つで展開しておりまして、花園工

区では一部工事も実施しております。

それと、この現状の一番下の丸ですけども

熊本環状連絡道路、これは熊本西環状道路と

九州縦貫自動車道とを結ぶ、熊本市下硯川町

から大鳥居町間の約３キロでございまして、

平成13年12月に調査区間に指定されている区

間でございます。

今後の取り組みといたしましては、熊本西

環状道路につきましては用地買収を促進しな

がら、可能となった区間につきましては一部

工事着手に努めていきたいと思っておりま

す。
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、 、それと 熊本環状連絡道路につきましては

国が行う中九州横断道路の検討にあわせまし

て、整備区間指定に向けまして一体となった

調査検討を進めていきたいというふうに考え

ております。

、 。37ページ 熊本天草幹線道路でございます

熊本市と天草市を結びます70キロの地域高規

格道路でございまして、このうち宇土半島三

角までの国施行32キロと上天草市から旧本渡

市―天草市まで行きます38キロ区間を県が実

施しております。

現在の事業区間としましては、国道57号は

熊本市と宇土市を結びます熊本宇土道路、延

長約3.8キロを国が実施しておりますし、国

道266号の大矢野バイパス３キロ区間を県が

現在実施しております。

熊本市と宇土市の熊本宇土道路につきまし

ては、現在用地買収、一部工事に着工をする

ような状況でございます。

宇城市の三角町から天草市の本渡町に至り

ます中で、県施行の部分でございますけど、

松島有料道路が県と道路公社によって整備を

して現在供用中でございます それと 松島－。 、

有明間10キロにつきましては、昨年９月に暫

定２車線で供用を開始しております。現在、

大矢野バイパスにつきましては用地買収に向

けた準備中ということで、新たな１号橋であ

ります新天門橋につきましては、現在予備設

計を終わりまして詳細設計を実施中というこ

とでございます。

天草市の志柿町から本渡町間の約４キロ、

本渡瀬戸をまたぐ部分でございますけど、こ

の区間は現在調査区間ということで、ルート

選定に向けましたルート帯等の調査検討を行

っております。

今後の取り組みといたしましては、熊本宇

土道路につきまして用地買収、工事促進を国

に働きかけていきますとともに、県で実施し

ております大矢野バイパスにつきましては、

用地買収を促進して一部工事着手に取り組ん

でいきたいと考えております。

天草市志柿町－本渡町間につきましては、

整備区間に向けました調査検討の熟度を高め

ていきたいというふうに考えております。

38ページに高規格幹線道路と地域高規格道

路の位置関係を示した図を載せております。

緑実線が地域高規格道路、破線の部分がそれ

ぞれの調査区間、整備区間というふうにして

おります。青の部分が高規格幹線道路で実線

が供用中、破線の部分が基本計画もしくは整

備計画区間ということでございます。

以上で説明を終わります。

○小林交通対策総室長 続きまして、高速交

通のもう一つの議案であります航空路線の利

用促進についてですが、お手元の39ページを

お願いいたします。

まず、国内線の振興に関してでございます

が、阿蘇くまもと空港は、現在国内線で310

万人ということでありまして、下の表を見て

いただきますと、ここ数年の中で九州内では

唯一利用者数が伸びている空港でございま

す。

40ページをごらんいただきますと、各路線

の利用人数についてのグラフがございます。

これをごらんいただきますと、東京線が197

万人ということで伸び続けておりまして、こ

れが阿蘇くまもと空港にとって最重要な路線

であるということがわかってまいります。

もう一回39ページにお戻りいただきます

と、この羽田線をいかに拡大するかが重要な

課題でございまして、平成22年10月に羽田空

港の再拡張事業、４本目の滑走路が完成した

ときに、各地方の間で枠の取り合いというこ

とになってまいりますが、そこでしっかり熊

本として枠を取って、この利用人数をさらに

拡大し、経済的な位置づけを高めていくこと

が必要であると考えております。

次に、41ページ目ですが、国際線の振興に

ついてでございます。
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御案内のとおり、熊本－ソウル線が唯一の

国際線でございますが、ここ２～３年来この

国際線をいかに拡大するか、利便性の高いも

のにするか、熊本県民のたくさんの方が今福

岡空港から国際線を使われておりますが、こ

れを熊本発着にすることによって、より韓国

人の受け入れにも資するという政策に向けて

頑張ってきておるわけでございますけれど

も、本年度もこの早期の５便化、さらには将

来には毎日便、デイリー化というものを目指

して、知事を筆頭にアシアナ本社に働きかけ

にいくとか、さまざまな活動を展開してまい

りたいと考えてございます。

今度、忠清南道の姉妹都市提携25周年のと

きにも、県議会・県議の皆様にも一緒に韓国

においでいただくということで、今後さらに

この運動を高めていきたいと考えておりま

す。

次に、42ページ目でございますが、この活

動を支えます国際線振興協議会、県内の経済

界でありますとか、数多くの団体によって構

成されて活動しておりますが、この下の表を

ごらんいただきますと、現在、阿蘇くまもと

に関しての国際線振興に関する予算が3,500

万ということで、九州各県に比べても格段に

少ない額の中でこの振興策を有効に活用して

おりますので、今後とも県内の皆様のお金に

頼らぬ御協力というのが必要であるという前

提で、取り組みを進める必要があると考えて

おるところでございます。

次に、43ページ目でありますが、阿蘇くま

もと空港の施設整備・機能強化等ということ

で、現在くまもと空港ビルディングにおきま

しては、耐震性強化を中心としましたリニュ

ーアルを検討しておるところでございます。

また、貨物に関しましては、現在３万2,00

0トンということで、実は次のページ、44ペ

ージ目をごらんいただきますと、この右下で

ございますが、全国の空港の国内貨物の状況

の中で熊本は９位ということでございまし

て、全国の中でも貨物の取り扱い量の多い空

港であるということが言えますので、この貨

物機能をしっかり高めて、熊本の経済拠点と

なるように努めていく必要があると。このた

めに県内部局、県庁内の部局、さらには経済

界と連携して、この貨物機能をどうするか、

20年度は検討してまいりたいと考えておりま

す。

次に、３つ目の丸の空港周辺対策でござい

ますが、３年前の阿蘇くまもと空港の夜間便

の問題から、住民の間から環境対策について

もっと配慮すべきであるという意見が出まし

、 、たので もろもろの活動をしてまいりまして

45ページ目に空港環境整備協会、これは空港

で駐車場を運営している団体でございます

が、あすこから周辺環境対策ということで交

付金を申請いたしまして、16年度の180万か

ら近年は17、18、19と6,000万、7,000万、20

年度は4,400万でございますが、こうした事

業費を引き出しまして、県または市町村にお

ける環境対策に使用しているといった状況で

ございます。

最後に、阿蘇くまもと空港の愛称化でござ

いますが、43ページ目に戻っていただきまし

て、県議会の全会一致によりまして、昨年の

４月から使用開始ということで、現在空港線

の看板の塗りかえ、または空港バスの表示等

の塗りかえ、さらには機内誌、または機内の

アナウンス等順調に塗りかわっておりまし

て、この阿蘇くまもと空港がしっかり根づい

ていけるように、引き続き県内での活動を促

進してまいりたいと考えております。

以上でございます。

○早川英明委員長 それでは、執行部からの

説明は終わりましたので質疑を受けたいとい

うふうに思いますが、時間も１時間10分あり

ますので、ここで２～３分間休憩をして、ち

ょっとトイレ休憩をしてください。そして再

開をしたいというふうに思います。よろしく
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お願いします。執行部の方もどうぞ一服やっ

てください。

午前11時７分 休憩

午前11時14分 再開

○早川英明委員長 それでは、休憩前に続き

まして審議に入りたいというふうに思いま

す。

ただいまの御説明に対しまして何かござい

ませんか。

○大西一史委員 地域振興部長のほうから総

括説明をいただいた中で、特に新幹線熊本駅

と阿蘇くまもと空港間のアクセス改善という

ことで、いろいろと取り組んできたというこ

とをお話しになっておられました。例えば、

シャトルバスであるとか、リムジンバスの高

速化であるとか、これは交通対策総室のほう

からも御説明いただいたところなんですが、

これについて特に「豊肥本線を活用した施策

についても、空港周辺の開発動向や、事業の

採算性等を考慮しつつ、実現が可能な方策に

ついてＪＲ等関係機関と協議を行ってまいり

ます」というふうに先ほど総括説明でおっし

ゃったんですが……。

この資料の15ページのところで、阿蘇くま

もと空港へのアクセス改善というところの、

豊肥本線を活用した施策についてというとこ

ろの下の段のところで､小林交通対策総室長

は、施策の実現で相当の時間を要するという

ふうにおっしゃいました。早期実現は困難と

いうようなお話までされましたね。

実際に、これは３年も４年も、小林総室長

がいらっしゃる前からずっとこの話は出てい

るわけです。結局、実現できるんだかできな

いんだかよくわからぬというままに、ただこ

の方向性が一番現実的には可能性があるんで

はないかと。当時鎌倉さんが地域振興部長だ

ったかな、鎌倉さんのときにどーんと方向が

示されたにもかかわらず、結局は時間がかか

って無理だと、そういうようなことでいいん

ですかね。この「相当の時間を要する 、早」

期実現は困難と、無理ということで考えてい

いですか。

○小林交通対策総室長 まず、お答えをする

に当たりまして、これまで御報告してきたと

ころでございますが、17年度にさまざまな例

えば市電の延伸も含めたルートについて費用

とその実現可能性、または時分がどれだけ短

縮するかというのを絞り込みながら、鉄道と

いうことに焦点を絞っていったわけでありま

すが、18年度につきましてはそのうちさらに

詳細な事業費とか採算性について調査をし、

、 、さまざまなケース 上下分離でありますとか

行政がどこまで関与すれば可能性があるのか

という検証をしたところでございす。

19年度につきましては、さらにＪＲ等の関

係者とも協議を進める中でその実現性につい

て探っていく、こうした発展段階の中でこの

鉄道を直接空港に乗り入れることの可能性が

あるんだろうかと、これについて調査費をず

っとかけて検討を続けることが妥当なのだろ

うかということを検討しましたところ、今の

県財政、または空港、この事業を成功させる

ための採算面、こうしたものを考えますと、

これに引き続き調査費用をかけるというの

は、まあ採算性といいますか、こうしたもの

については大変薄いというふうに考えまし

て、ここでひとつ空港への直接の乗り入れに

つきましては、もし将来さらに豊肥線がもっ

と多くの方に活用されて、空港を活用する人

口もさらにふえる、こうした根本的な条件の

変更がない限りは、検討を凍結というふうに

考えておるところでございます。
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○大西一史委員 では、これは検討は凍結す

ると、そういうことで今明確に答弁があった

ので、ただそうであれば、凍結するに当たっ

てのやっぱりいろいろな今までの調査結果で

あるとか、なぜそれが無理なのか、財政的な

状況とか、例えば調査費だけでもこれはどの

くらいかかりました、この３年間、17年から

18、19と。

○小林交通対策総室長 この調査費につきま

しては毎年、先ほどの空整協から８割の助成

をもらいつつ続けてまいりましたが、県費で

いいますと、詳細なデータは今手元にござい

ませんが、17年度県費で100万か200万といっ

た感じだと思っています。済みません、詳細

なデータが今手元にございません。

○大西一史委員 では、来年度は100万をか

けるお金ももったいないということですか。

○小林交通対策総室長 新幹線が参る、目前

に迫ってくる中で実現の可能性の高いもの、

かつ豊肥線を活用できるもの、リムジンバス

の南側から進入してくるアクセスと、北側か

ら豊肥線でカバーするアクセスの両立を早期

に図るべきであるというふうに考えておりま

して、このために早期に実現できるものに注

力してまいりたいということを考えておりま

す。

○大西一史委員 ということは、バスとＪＲ

の例えばさっきの大津の対面での乗りかえで

あるとか、そういうバスとの連携というのが

中心になってくると、それでかなり効果が短

期的には上がるだろうということを考えてお

られるということですかね。

○小林交通対策総室長 その可能性が高いで

あろうという見込みのもとに国に対して調査

を依頼し、国による調査が始まるということ

でございます。

○大西一史委員 ということは、この豊肥線

を乗り入れることを凍結するということであ

れば、夢というか――夢のまた夢と今倉重先

生のほうからも話がありましたが、あり得な

いと考えて、違う方策を考えたほうがいいと

いうことですか。

○小林交通対策総室長 先ほども申しました

、 、が 阿蘇くまもと空港周辺の今後の経済状況

産業もどんどん立地する中で、この空港のポ

テンシャルというのは今後とも高まってくる

というふうに思いますし、さらに高めなけれ

ばならないというふうに思っておりますが、

その動向の中で、もしかしたら将来もう一回

検討しようじゃないかということが起きてく

るかもしれませんが、現段階ではなかなか、

いつ実現するという形でのプランは練りにく

いという話でございます。

○大西一史委員 知事は夢を実現するという

ことで、夢を追っていくみたいなところもあ

る。ただし、財政的な面、あるいは現実性、

フィジビリティ・スタディーをやって、実際

には事業可能性調査をやったけれどもなかな

か厳しいというのが今の凍結の結果だろうと

思いますが、知事はこの件は何か御存じなん

ですかね、説明されて。

○小林交通対策総室長 知事は、阿蘇くまも

と空港のパワーアップということで、さまざ

まな夢または具体的なプランも含めていろい

ろとアイデアもお持ちですし議論をしており

ますが、その中で空港アクセスについても大

変重要な事項でございまして、豊肥線を活用

したアクセスを何とか実現しようということ

では、知事とは大変議論をさせていただいて

おります。

その中で、この豊肥線について直接乗り入
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れをする、18年度の試算でございますけれど

も乗り入れをした場合の自治体の負担額につ

いては短期的に224億円程度必要だというこ

とが結果として出ておるんですけれども、こ

れについては着手はできないというような御

意見をいただいております。

○大西一史委員 わかりました。では、この

件について、やっぱり私たちも一つの可能性

としてずっと今まで検討してきたわけです。

これにある程度一定のピリオドといいますか

節目をちゃんとつけるという意味では、やっ

ぱり今までの調査結果、あるいはそういった

検討結果でどうなったかという詳細なデータ

を次――もう帰られるということで、あと知

りませんということかもしれませんが、ぜひ

残っていただいてつくっていただいたら結構

ですが、その辺のデータを出していただいて

次の議会で示していただきたいなというふう

に思いますので、この件はお願いをしておき

ます。

○早川英明委員長 私のほうから。今大西委

員のほうからあっておりますけれども、この

豊肥線を利用したあれですが、熊本駅から大

津までの間を、以前の話ではこれ専用の特急

、 、といいますか そういうダイヤ改正をやって

そして対面乗りかえというような形、そうい

うことの検討はなされていないわけですか。

○小林交通対策総室長 今委員長おっしゃっ

たとおりのプランを軸に、その可能性につい

てＪＲも含めて検討していきたいということ

でございます。

○大西一史委員 だから、直接の乗り入れを

するということが可能性として残っておった

わけです、ずっと議論としては。それは一切

凍結という答弁でいいんでしょう。

○小林交通対策総室長 はい。

○鎌田聡委員 もういっちょ確認ですけど

も、直接乗り入れする場合が224億の負担、

あと時間はどのくらいということでこれまで

の調査の中で出ておりますか。

○小林交通対策総室長 時間につきまして

は、最短で30分台の後半から40分台の前半と

いうことで考えておりました。調査結果で出

ておりました。

○鎌田聡委員 30～40分ぐらいで224億、か

なりの負担額になるから凍結ということだろ

うと思いますけども、今委員長のほうから話

がありました、先ほど御説明いただいた豊肥

本線を活用して大津駅での対面乗りかえ、こ

れでも大体同じぐらいの時間で行けるという

ふうな考えなんですか。

○小林交通対策総室長 現在、大津駅まで最

短の時分で32分かかっております。ここから

リムジンバスと申しますか、シャトルバスに

乗りかえていきますと10分以上かかるという

ことで、45分前後ということを考えておりま

すが、この45分ではないか、45分超えるので

はないかという御意見もあるかもしれません

けれども、一つは定時性が確保されるという

ことのメリット、あとＪＲと協議いたしまし

て、今後将来に向けて豊肥線の高速化をもう

少し図れないかということ、さらには大津駅

から空港までの間、何らかの工夫によってそ

の時間を短縮できないかということについて

も検討をしていく必要があると考えておりま

す。

現在、単純に足しますと31分、もし乗りか

えすると足すと２分、さらに14分かかります

と47分ぐらいはかかるという計算になってお

ります。
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○鎌田聡委員 では、今のパターンでやれば

かなり、経費的な試算は駅の改造費だとか、

これはＪＲとどう負担になるのかわかりませ

んが、そういったものだとか、大津から空港

までできるだけ早くするというなら、何らか

の道路改良か何か必要だと思うんですけど

も、その点はどう比較されておりますか。

○小林交通対策総室長 そこについてはまだ

これからの計算になりますが、基本的に大津

駅の改良に県としての出費が必要なのかどう

かということについてはまず不明でありまし

て、現段階で大津駅の改良だけですと、県と

しての出費が出てこないのではないかという

ふうに考えております。

○早川英明委員長 いいですか。

○鎌田聡委員 はい、わかりました。

○渡辺利男委員 新幹線の全線開業まで３年

切りましたから、やるべきことは集中してや

っていかないかぬと思います。反面、無駄な

仕事はせぬほうがよかと思うんです。

その中で、きょうの報告にもありましたけ

れども、新幹線が大阪まで直通運転が可能に

なったということで、本数の最大限の確保と

か、博多駅での対面乗りかえとか、そういう

ことを今からやっていくということですが、

東京方面への直通運転の実現はまだこれは本

気でやっていくんですか。

私はこれは無駄と思います。やっぱり時間

的に、飛行機から新幹線にシフトする人がど

れだけいると需要を予測をされているのか。

あるいは新大阪から８両編成の列車を、あの

過密な東海道線に入れてくれるはずがないで

すよ。だから、そういうのはきっぱりやめた

がいい。

それに、反対に空港の部分では、これから

熊本空港の生き残る道は東京線の増便 （笑、

声）東京便しかないと、この増便とかいろい

ろ熊本空港が生き残るためにやっていくんだ

というふうに言われました。完全に矛盾して

いるわけでしょう。新幹線を東京まで直通の

運動もする、東京便の航空便もふやさにゃい

かぬ、完全に矛盾したことをやっていこうと

せぬで、直通なんかもうやめたと言ったほう

がいいんじゃないですか、まずその点から。

○小林交通対策総室長 東京線に関しまして

は、県内経済界を初めいまだ根強い御要望が

ございます。これまで東京線、大阪線を含め

て要望する中で、大阪線というものが実現す

ることになったわけでございますが、県内に

根強い御要望がある限りは、さまざまな要望

とともにこれは進めていくべきであろうと思

いますし、一方で東京線のために、では何か

お金がかかっているかというと、東京線の要

望だけに特段の出費は伴っておりませんの

で、活動としては無駄というものがあるとは

思っておりません。

○渡辺利男委員 私は、今の知事の姿勢がど

うか、こういう部分についてははっきりわか

りませんけれけども、やっぱり行政として、

どんなに要望が強くても、これは実現無理で

すよということははっきり言ったほうがいい

ですよ。建前でやるんでなくて本音でやって

いかないと政策的に矛盾しているもの、はっ

きりいって。航空便はふやさにゃいかぬ、東

京まで。反対に、新幹線も東京までしゃんむ

り通してくれというのを、片一方でやってい

るということはおかしいですよ。

それから、熊本空港の貨物便についても、

全国９位だから今後やっていかにゃいかぬ、

ふやしていかにゃいかぬということですけれ

ども、夜間の騒音監視体制の強化あたりを今

まで機器を配備してもらってやられています

が、夜間貨物便の今後の将来展望はあるのか

どうか。あるのかというよりも、まずやる気
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があるのかどうかですね。やっぱり反対運動

が起きたからずっとストップしたままになっ

ていますけれども、あれは完全にやめたのか

どうなのかということ。

そうすると、もう一つ、大阪便あたりが、

新幹線で３時間で行けるようになったら相当

間違いなく減ってくると思います。小型化に

なってくるおそれもある。あるいは東京便だ

って、こういう燃料高だから大型機よりも中

型機になってくるおそれがある。そうすると

、 。貨物を載せられなくなるわけです どんどん

今は貨物専用便が飛んでいるわけではない

し、普通の便に貨物を載せているだけでしょ

う。それが大型機からどんどん中型機になっ

ていけばいくほど載せられなくなるわけで

す。そういう状況が予測されるのに、どうや

って航空貨物をふやしていこうとされるの

か、ちょっとそこのところを。

○小林交通対策総室長 今委員おしゃったと

おりでありまして、現在阿蘇くまもと空港の

貨物が全国国内線で９位と、３万トンを超え

るという状況でございまして、このポテンシ

ャルを落としてはならないし拡大しなきゃな

らない。

一方で、今おっしゃられましたとおり、小

型化が何らかの形で進んでくるであろうとい

うふうに予測されます。具体的な数値として

は予測しきれないんですけれども、実際宮崎

県ではボーイング７３７という機材が中心と

なっておりまして、この機材ですとコンテナ

が積めないということになっております。そ

うすると、パレットの上にぐるぐる巻きにし

て荷物を載せるという非常に手間がかかりま

すし、量も積めないというような輸送形態に

なってまいりまして、航空貨物をどうするか

というのは宮崎では大問題となっておりま

す。

これが熊本でも起こるのか起こらないのか

予測はしきれませんが、起こると考えて対策

は考えたほうがよいであろうと考えておりま

して、そのために例えば貨物専用便の可能性

でありますとか、もろもろの方策を考えなけ

ればならないんですが、これがすなわち夜間

便なのかということになりますと、かつてＪ

ＡＬの飛んでおりました深夜、まあ２時、３

時というプランございましたけれども、それ

でなければならないのか、ほかに方策はない

のか、こうしたことについてこれは検討をし

てまいりたいと考えております。

○渡辺利男委員 いや、夜間貨物の便とは別

の、今質問をしたつもりですけれども、だか

ら夜間貨物便は、結局地元の反対があって時

間的に相当航空会社とやりとりしたけれど

も、結局妥協点が見つからぬで今はそのまま

になっているということだけれども、県とし

ては熊本空港の将来のため、あるいは熊本県

経済の発展のために夜間貨物便が必要だとい

う認識なのか、もういいと、静かな空港でい

こうと思われているのか、そこです。

○小林交通対策総室長 先ほど申し上げたと

おりでございますが、エアカーゴ、または貨

物の例えば専用便を考えた場合に、これが夜

間ということなのかどうか、その可能性につ

いて考える必要があるということでございま

して、これは貨物機能を強化するという話と

夜間の貨物便というのは必ずしもリンクしな

いというふうに考えておるところでございま

す。

○渡辺利男委員 しかし、夜間やろうと思え

ば需要は今までもあったはずです。結局、夜

間飛べないから、今は佐賀とか北九州に持っ

ていっているじゃないですか、予定していた

やつがですよ。だからどうなんですか。ほか

の例えば夜間貨物便つくったら、生鮮食料品

とか農産物とか水産物、まだどんどんあると

いう状況ではないですよ、確かに。しかし、
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そのほかの工業出荷も含めて将来必要と思っ

ているならば、今の内に夜間貨物便の開拓は

しとかないかぬ。しかし、反対運動が起きて

からそのままやめたで将来的に済むのかどう

かということです。

○小林交通対策総室長 繰り返しになります

が、エアカーゴとしての機能強化は必要だと

考えておりますし、実際にそのエアカーゴを

つくった場合、例えば40トン積みの飛行機で

１往復年間飛びますと３万トンの量になりま

す。これを今の３万トンに加えますと、２倍

の取扱量、関西国際空港を抜いてしまうとい

う、そういった空港になるわけなんですが、

そうした荷物があるのかないのか、そうした

ニーズがあった場合にどの時間帯に飛べばい

いのか、こうしたことについては県庁内の各

部局も含めて検討を開始しているところでご

ざいまして、そうした中で夜間便の話という

ものは切り離して現在考えておるところであ

ります。

○渡辺利男委員 ほんなら結局、航空機が中

型、小型になるおそれもあると。宮崎はたい

ぎゃあな問題になっているということですか

ら、では結局熊本空港は、これから先物流拠

点としての役割及び重要性は増してくると。

どうやって物流拠点としての拠点性を高めよ

うとしているんですか。

○小林交通対策総室長 先ほどから申してお

りますが、例えば貨物専用便の１便を誘致で

きたと、夜間便でなくても――夜間便かどう

か、その時間帯についてはこれからの検討と

いうことでしょうけれども、こうしたものを

誘致することによって大きく貨物取り扱いの

可能性というのは高まりますので、こういう

ことによって貨物の拠点性というのは維持ま

たは発展できるというふうに考えています。

○倉重剛委員 関連して。熊本空港のキャパ

シティ的な貨物の状況はここに書いてありま

すね。これ残念ながら、９番熊本で終わって

いるわけだ、あと比較対象がないんですね、

これどうなるの、後は。

例えば、九州内でクローズアップされてい

るのは佐賀県だとかいろいろあるわけです。

それに比較なしに、９番目だから次の可能性

があるということはちょっと僕は考えられな

いと思うんだけれども、そのデータなぜ掲載

してないのかちょっと不思議なんです。

○小林交通対策総室長 九州の他空港で申し

ますと、この下はかなり大きく水をあけてお

りまして、例えば長崎でありますと１万8,00

0トンでありますとか、これ18年度の実績で

ありますが、佐賀について言いますと１万7,

000トンでありますとか、宮崎につきまして

は１万4,000トンということで、９位以下に

ついてはかなり差があるという状況でござい

ます。

○倉重剛委員 わかりました。それは実は計

算したほうが、比較対象ができる。希望すれ

ば出てくる。

それから、鹿児島との差が大したことはあ

りませんけれども、貨物内容というのはどん

なやつが主力なんですか。

○小林交通対策総室長 鹿児島空港の荷物の

内容については詳細には調べておりません

が、もろもろの伝聞によりますと、農産物含

めて、例えばあそこは島嶼部がたくさんござ

いますので、そうしたところとのさまざまな

物資のやりとりが多いというふうに聞いてお

ります。

○倉重剛委員 ほんなら、国際的な何という

か、貨物が中心になっているのは大体どこで

すか。例えば畜産あたりを、牛あたりをその



- 22 -

ままで持ってくるキャパシティ的な空港とい

、 。うのは 全国でどういうところがありますか

○小林交通対策総室長 今手元にちょっと資

料がございませんが、例えば海外とのやりと

りになりますと、成田空港、検疫体制がしっ

かり整っているところというのが重要なポイ

ントでございますので、成田、中部、関西が

そうした拠点になろうと思います。

また、熊本の馬につきましては、鹿児島に

陸揚げされるもの、またはさらに福岡に揚が

ってくるものがあるというふうには聞いてお

ります。

○倉重剛委員 そこが大事なところと思うで

すね。というのは、将来の熊本空港のいわゆ

る大きな発展につながるもの、国際的な視野

に立つべきだというのが、我々が非常に若い

ころから実は言い続けてきた話。いわゆる熊

本空港をキャパシティ的空港にしようと。し

かも検疫体制を整えた他県にないとおっしゃ

るように、例えば熊本の馬刺しあたりは有名

だから、そういう輸送関係の拠点にすべきだ

という主張を若いころからずっとやってきた

んです。遅々として進まないわけです。

そういうのもやっぱり現時点では、将来熊

本空港の発展というのはそういう観点からも

見ていく必要があるんじゃないかなと。ぜひ

蒲島さんの夢の実現ということにつながって

いくとするならば、そういうダイナミックな

構想を仕立ててほしいなということ、これは

要望ですけども、ぜひひとつ踏ん張っていた

だきたいと思います。

以上です。

○小杉直委員 最初は要望ばってんですな。

熊本から東京の新幹線の直行便ですね、いろ

いろ県民のお話とか、あるいは経済界の話と

か関係者の話聞いてみると、やっぱり大阪だ

けしか行かぬとですか、東京まで行かぬとで

すかて、我々は夢の新幹線ということで東京

まで直行便が出ると思うておりましたという

意見・声は根強いですもんね。

それで、渡辺委員がおっしゃったように、

お金の問題とか矛盾性の問題とか、そういう

ことが心配がないような工夫をしていただい

て、やっぱり東京の直行便の声といいますか

粘りは、実現に向けてしかるべき時期までし

ていってほしいなというふうに要望をしてお

きます。

それから次、質問ですが、39ページから45

ページの間に、阿蘇くまもと空港について、

るる説明がありました。観光担当者からも話

がありましたように、東アジア地域中心の外

国人観光客が増加しているとかいろいろ話が

あっておりますが、阿蘇くまもと空港につい

、「 」ても随分なじみが出てきましたので 阿蘇

をつけるということは成功だったなというこ

とで、これには小林さんもかなり尽力されま

したので評価をしておきますが、この中で、

阿蘇くまもと空港周辺環境整備協議会てあり

ますたいな、これ説明してある。これに直接

関係するかどうかわかりませんが、間接的で

も結構ですが、いわゆるあの周辺の県の所有

の雑木林、あれが広くありますね、うっそう

と茂ったままで。以前も言いましたように、

男と女のペアのアベックとは今言わないです

が、ああいう人たちの――カップルのメッカ

の場所になっておるわけですが、熊本の第一

印象とかイメージアップのためにあの雑木林

を公園化するとか、お金のかからない何かに

整備するとか、以前もお話ししておりました

が、その後少しは進んでおりますか。

○小林交通対策総室長 委員からも御指摘ご

ざいまして、空港の周辺に広大な県有地がご

ざいます、北側には特に大きなクヌギの木も

生えた森林地帯がありますが、その県有地全

体の維持管理費が200万少ししかなく、実際

周辺道路の草刈り程度しかできておりませ
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ん。

御指摘の県有地につきましては、前々から

何らか有効活用できないか、阿蘇くまもと空

港の玄関口にふさわしい例えば公園整備がで

きないかということについて模索してまいり

まして、現在、民間中心で例えば空港周辺企

業、さらには住民による活動の場とできるよ

うな仕込みができないかということで各方面

に打診をし、何らかのまとまりのある団体を

つくってそこを維持管理、整備していただけ

るような工夫はできないか模索しておるとこ

ろでございます。

関係者にはかなり広く具体的なプランにつ

いても、これは個人的なアイデアでございま

すが提示しておりまして、何らか結実できる

ようにフォローしてまいりたいと考えており

ます。

○小杉直委員 私が聞いた情報の一つでは、

馬の牧場を持ってくるという話があるわけで

す。馬の牧場が来れば飛行機の音でびっくり

しはしないかというと、馬はそうびっくりし

はしないそうですな。それから、今「うつ」

を含めていろんな精神的な病気というのがた

くさんふえつつあるわけですが、馬がそうい

うことをいやすような役割もするとも聞いて

おりますが、そぎゃんとはお金をかけない民

間の資金等でやるというふうな工夫とか、い

ろいろ少しは進めておりますか。

○小林交通対策総室長 委員御指摘のとお

り、熊本には人にいやしの効果のあるホース

セラピーというものに取り組んでいる団体が

ございます。全国団体の西日本の中心地がご

ざいましたり、かつて「風のダド 」というウ

映画がございましたが、それに大変貢献をし

た活動をしている方々がいらっしゃって、阿

蘇くまもと空港の横でも活動を展開したい

と、阿蘇からおりて市内で展開したいという

大変強い御希望があります。

そうした方々を加えて、空港周辺の民の方

々で何らかプランができないかということに

ついて、一つの可能性としてかなり具体的な

話はさせていただいておるところでございま

す。

○小杉直委員 最後ですが、全国各地でいろ

いろな悲惨な事件があって、山の中とか雑木

林に遺体が埋められておったとかときどき報

道されておりますが、あの雑木林でそういう

ことがないうちに、早く実現に向けて頑張っ

ていただきたい。ただし、おたくは今度は国

交省に帰るわけですから、おたくはそういう

ような構想、アイデアをどなたに引き継いで

いきますか （笑声）。

○小林交通対策総室長 この構想につきまし

ては部内でいろいろと議論をさせていただい

ておりまして、県庁内でもいろいろと議論を

させていただいておりますが、今後につきま

しては地域政策課のほうでフォローしていた

だくということになっております。

○小杉直委員 わかりました。

○坂本政策調整審議員兼地域政策課課長補佐

今委員のほうから御指摘の点については、

一生懸命取り組まさせていただきたいと思っ

ております。

○小杉直委員 わかりました。

○早川英明委員長 ほかにございませんか。

○鎌田聡委員 済みません、また話題が変わ

りますが、駅周辺整備に関するトップ会議の

結果概要、別添の資料にありますけども、こ

、 、の中で２番ですね 議論の概要ということで

乗り換え利便性の向上等交通結節のあり方と

いうことで、市電の駅舎への乗り入れの検討
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状況、これについては諸課題について検討を

現在行っているということでありますが、阿

蘇、天草等への乗りかえ利便性向上に向けた

取り組みについて、前から私言っているんで

すけれども、バス停が、長距離バスのターミ

ナルが駅舎からかなり100メートルぐらい多

分離れているんです。駅舎から100メートル

ですけども、新幹線をおりて在来線を多分こ

れは地下でくぐってくると思います、高架化

になるまではですね、地下で何本か線路をく

ぐってきて、そこから100メートルというと

かなりの距離があると思いますけれども、新

幹線おりたところから何メートルあるんです

か。

○内田政策審議員兼熊本都市圏振興室長 今

委員の御質問ですが、おおむねやっぱり100

メートルから150メートルぐらいじゃなかろ

うかと。

○鎌田聡委員 新幹線おりてバスターミナル

まで……。

○内田政策審議員兼熊本都市圏振興室長 コ

ンコースから地下の通路を通りましてバスタ

ーミナルまでと。

○鎌田聡委員 それが150メートルぐらい。

○内田政策審議員兼熊本都市圏振興室長

150メートルぐらいじゃなかろうかと思いま

す。

○鎌田聡委員 150メートルというとかなり

距離があるんですけれども、多分これ150メ

ートル以上あるんじゃないかなと思うんです

が、このバス停の、バスターミナルの位置で

すよ、前から言っていますように、駅舎のす

ぐ前ぐらいにもっていかないと、先ほど空港

とのアクセス改善が議論になりましたが、駅

をおりてから次の交通手段に乗るまでのアク

セスというのはやっぱり改善しておかない

と、来た者が荷物抱えて150メートルも歩か

なんとなるとかなり負担があると思います

が、その辺の議論はもう終わっているんです

か。

○内田政策審議員兼熊本都市圏振興室長 市

内を回ります路線バスと長距離バスにつきま

しては、今後またバス網再編等の議論もござ

いまして、その中でまた議論していきたいと

いうことでございまして、今議論が終わって

いるということではございません。

○鎌田聡委員 バス網再編の議論は路線バス

じゃないんですかね、長距離バスもですか。

○内田政策審議員兼熊本都市圏振興室長 長

距離バスターミナルと路線バス、現在は駅前

広場の中に路線バスと、少し離れたところに

長距離バスのターミナルがございます。その

全体のバス網再編の中で長距離バスも路線バ

スも議論していこうという考えでございまし

て、現時点では終わっているということでは

ございません。

○鎌田聡委員 では、今後の議論の中でそこ

は改善していくという方向で県としては考え

ているということでよろしいですか。

○内田政策審議員兼熊本都市圏振興室長 そ

ういう方向についても議論していきたいとい

うことでございます。

○鎌田聡委員 これはぜひ、非常に距離感と

いうのがありますので、特に新幹線おりて在

来線、高架化なったとしても距離はあります

ね、変わりませんので、その辺の長距離バス

ターミナルの場所、特に西口ならすぐおりら

れますので、西口から表に出てくる道路がま
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だしばらくかかるので、その辺はちょっと時

間的なロスはあるかもしれませんけれども、

そういったものを含めて改善に向けた検討を

進めていただきたいと思います。

それと、済みませんもう１点。

○早川英明委員長 はい、どうぞ。

○鎌田聡委員 駅舎デザインのあり方の議論

をされているみたいですが、きょうもまた駅

舎デザインが資料についていますが、６月４

日の朝日新聞ですかね、これに当初見込んで

おった５億6,900万を大きく上回る28億7,000

万にのぼる可能性がわかったということで、

24億円の差が建設費に出ているということで

すが、必要な建設費の額を踏まえて費用負担

について意見交換を行ったということです

が、この総額28億円という額がどうなってい

るのか。ちょっと経過も含めて、これはマス

コミ情報ですから経過を含めてお話しいただ

きたい。これはどこですかね。

○内田政策審議員兼熊本都市圏振興室長 ３

月に開催しましたトップ会議におきまして、

この駅舎のデザインにつきましては、県が独

自に試算をいたしました建設費をトップ会議

の中でお示しをしました。そのときの建設費

は約30億ということでお話をいたしました。

当初考えておりました駅舎の建設費は５億

6,000万ということで、今委員がお話しにな

ったように約24億ぐらいの増になるというこ

とで御説明を申し上げました。そのトップ会

議の終わった後に知事、市長の記者会見を行

いまして、そのときには建設費については公

表できないというふうなことで、前知事から

の判断で公表をいたしませんでした。

その後開示請求がございまして、開示請求

に対しましては、条例に照らし合わせて６月

３日に情報開示をしたということでございま

す。

○鎌田聡委員 当初の見込みからやっぱり24

億という開きはかなりの開きなんですよ。ど

ういう見込みで、当初５億6,000万だった、

そういうことで、そしてまた結果としては30

億に何がどう変わって――設計料ですかね。

安藤さんの・・・。

○内田政策審議員兼熊本都市圏振興室長 ５

億6,000万というのは、通常屋根と防風スク

リーン等がございまして、通常の駅をイメー

ジしていただければいいかと思うんですが、

高架事業によって現在の熊本駅舎の機能的な

補償をやるというような考え方で、必要最小

限の機能補償として考えた場合に約５億6,00

0万必要だということでございます。

安藤忠雄氏に作成していただきましたデザ

インスケッチにつきましては、通常の駅舎と

は違うデザイン性のある駅舎ということでご

ざいまして、このデザインスケッチに基づき

まして実現した場合に、県のほうで試算した

ところ約30億になったということでございま

す。

○鎌田聡委員 そこまで、ちょっと話は違い

ますけれども、荒瀬ダムでも12億の負担増で

も撤去を凍結するというふうな話になってい

る中で、24億円も違いが出て、それをそのま

ま県として受けとめてこの安藤さんのデザイ

ンでやられるのか、当初の見込みどおり５億

6,000万の範囲でやっていくというおつもり

なのか、その辺聞かせていただきたいと思い

ます。

○内田政策審議員兼熊本都市圏振興室長 熊

本駅舎につきましては、30億につきまして、

やっぱりトップ会議の中でも高いのではない

かという御意見もいただきました。私どもと

いたしましては、その建設費が下げられない

かということで、デザインそのもの、あるい



- 26 -

は関係者に負担していただく、経済界等にも

協力いただくというふうな方向で、建設費を

下げる努力をしていきたいというふうに考え

ております。

○鎌田聡委員 経済界にも負担していただく

だとか、それはどうなんですか、反応は。そ

れでもやっぱり安藤さんのやつでやらぬとい

かぬというふうにこのトップ会議の中でなっ

ているんですか。

○内田政策審議員兼熊本都市圏振興室長 次

のトップ会議で、建設費が下げられないかな

どの議論につきまして再度議論したいという

ふうに考えております。

○鎌田聡委員 すばらしいデザインだとは思

いますけれども、やはり玄関口で、新幹線に

乗っておりる人は、あまり、振り返って駅舎

がよかけんそこでおりるとか、駅舎がいいか

らそこから乗りたいとかいう思いは、あまり

ないと思うんですよ。ですから、必要最低限

とはいいませんけれども、やっぱり県の玄関

口としてある程度のデザイン性があればそれ

でいいと思いますから、向こうから言われて

いる額をそのまま出すということについて

は、非常に厳しい財政状況の話さっきもござ

いました、そういった中でぜひ考えていただ

きたいと思います。以上です。

○大西一史委員 関連していいですか。今の

建設費という部分、５億が30億になったとい

うその部分なんですが、実際に県・市、自治

体の負担分、あるいはＪＲの負担割合がどの

くらいになるんですか。

○内田政策審議員兼熊本都市圏振興室長 ５

億6,000万の場合は、連立高架事業の負担割

合というのがおおむね決められています。そ

れはＪＲが全体の７％、残りの半分を国が補

助し、その残りを県・市が７対３の割合で負

担するということで、連立事業の場合は枠組

みが決められております。それを超える分に

つきましては、今後関係者で話し合っていく

ということで考えておりまして、負担割合を

、 。今調整 議論をしているところでございます

○大西一史委員 負担割合は全く決まってい

ないということですか。

○内田政策審議員兼熊本都市圏振興室長 30

億をベースにした場合の負担割合は決まって

おりませんので、その負担割合については今

調整も行っておりますし、今後関係者で話し

合っていこうというふうなことでございま

す。

○倉重剛委員 委員長、極めて釈然としない

説明だと思います。５億が30億になるって、

もっと理論的に我々に説明をしないと、まだ

ようとわかりませんて、トップ会談で話が出

ましたと、結局それがどうなるかわかりませ

んと、そういう答弁はないと思います。もう

ちょっと真剣に答えてほしいな。

○大西一史委員 関連していいですかね。今

倉重委員もおっしゃった、釈然としないとい

う部分なんですが、要はどういう駅舎がどう

いう機能を持って、それに対してどのくらい

コストがかかるのかときちっとはじき出され

るべきで、ただデザイン性だけで言っている

わけでもなかろうと私は思いますけれども、

要は県民が求めるのは、必要な機能がきちん

とあるかどうかと、それに見合う、できるだ

け財政が厳しい中で県の負担を少なくしなが

らも、いい駅舎をつくっていこうというのが

本来の筋だろうというふうに思います。

ところが、今お話聞いておると、どうもそ

ういった話も何かオープンにしないという姿

勢があって、前の知事がオープンにしないと
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言ったというのは、これはどういうことです

か。潮谷知事がそういう指示をされたという

ことですか。

○内田政策審議員兼熊本都市圏振興室長 建

設費については公表しないということでござ

いました。

○大西一史委員 それはなぜですか。

○内田政策審議員兼熊本都市圏振興室長 30

億につきましては県が独自に試算したもので

あるということと、関係者のまだ了解が得ら

れていない数字であると、もう一つは、数字

がひとり歩きすると今後困るんだというふう

なことで、３月時点では公表をいたしません

でした。

○大西一史委員 潮谷知事はそういう判断を

されたかもしれないけれども、混乱ではなく

て、私たちはあと目前に控えて、駅舎が完全

にできるのは平成30年近くなるかと思います

けれども、やっぱり今からずっと積み上げて

いかないといけないでしょう、お金の面も含

めて。そういうことを考えると、あらあらの

数字であっても、それはでも県が積算したお

金でしょう。それを発表できないなんて変な

話なんですよ。

だから、それは概算ですという形であって

も表に出していくという姿勢が、そういう公

開する姿勢というのが、やっぱり皆さんにち

ょっと説明責任として足りないんじゃないか

なと。

、 、だから さっきの凍結しますよという話も

交通対策総室長、直接乗り入れの話だって何

。 、年やっていますか ずっとやるやると言って

結局県民はわからぬまんま、議会でも議論し

ていっても、結局数字的な根拠、あるいは先

、 、ほど倉重先生 渡辺先生おっしゃったように

説得性のあるそういうデータ、資料がなけれ

ば、私たちは議論しようと言われてもそれは

無理な話でありますから、その辺は今後委員

会での審議の中で、新聞報道――新聞報道は

新聞報道でそれは参考になることなんだけれ

ども、やはり私たちは、きちっとした発表を

新聞報道で出されたんであれば、やっぱりし

ていただかなければ困るわけです。

県民の代表として私たちは選ばれてここへ

出てきているわけですから、正しい数値を出

していただいて今後検討するように、執行部

のほうには強くお願いをしておきます。

○早川英明委員長 この件についてはござい

ませんか。

○渡辺利男委員 小林さんだけではかわいそ

うだから、今度は県警のほうにちょっとお尋

ねをいたしますけれども、熊本の観光にとっ

て、熊本城の本丸御殿に大変たくさん県外か

らも来ていただいてよかったなと思っていま

す。

５月の連休のときあたりも相当なにぎわい

で、麻痺状態でしたですね、県外から。私も

見ましたけれども、ぜひ熊本市と連携をとっ

て、駐車場の問題とか、交通混雑の問題は力

を合わせてやっていただきたいというのは、

これは要望ですが……。

４月20日に本丸御殿がオープンになった日

に、電車通りが歩行者天国になりました。私

どもは以前からヨーロッパ的なトランジット

モールにあそこは、通町はぜひしてほしいな

と、市中心部のにぎわいを取り戻すためにも

トランジットモール化をずっと要望してきた

経緯がありまして、今回初めて試験的にそれ

ができるなと思っておったら、何と市電も通

さないということで、単なる歩行者天国です

よね。ですから、何で市電ぐらい通さなかっ

たのかと。

ヨーロッパあたりでは当たり前の話で、行

き交う人とライトレールが共生していってい
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るというのが当たり前の姿。ところが、どう

も原因を聞くと、県の交通規制のほうが非常

に態度がかたかったということで、電車を通

すことができなかったというふうに聞いてお

りますが、この点についてはどういうことだ

ったんでしょうか。

○県警田上交通規制課長 ただいまの件です

けれども、熊本市の取り組んできたそういっ

た地域活性化については、県警としても十分

御協力をしてやっていきたいと思っておりま

す。

それから２点目の、先日の本丸御殿のとき

に市電が通らなかったということでございま

すけれども、当初は市電を通すという案で、

熊本市とイベント関係、それから軌道事業者

である市交通局といろいろ協議をいたしまし

て、市電を通す場合には、歩行者との事故防

止を最優先に検討いたしました。市電を通し

て歩行者との事故の絶無を期すためには、バ

リケード等を設置しないと危ないだろうとい

うことで、事故防止のため、それらを設置し

た場合には、設置時間及び撤去時間が非常に

長くなり、実際イベントをする時間が短くな

るということを熊本市にも御理解いただきま

した。

今回はこのようなことから、市電を通さな

いような形でイベントが実施された次第でご

ざいます。

以上でございます。

○渡辺利男委員 私が議会に出たころだから

18年ぐらい前、当時の交通規制課長に１回ヨ

ーロッパにライトレールを見にいっていただ

いたことがあるんです。帰ってこられて、あ

れはいいですね、歩行者とライトレールが自

然にまじり合っている町並み、道路上でいろ

んな店が開かれたり、コーヒー飲んだりして

いると。そういう姿を見てこられて、やっぱ

りいいなと言われておったんですけれども、

バリケードを築かにゃいかぬという発想が私

は時代おくれだと思うんです。

あそこの通りを市電が通って、歩行者がい

っぱい行き交う、その姿がやっぱり観光資源

になるんです。だから、普通の速さで走るわ

けじゃなしに、20キロか10キロぐらいでああ

いうところはゆっくり行くわけで、それは歩

行者に危険なことは私はないと思うです、ヨ

ーロッパとかアメリカでもあちこちの土地

で、都市でそれが常態化しているわけですか

ら。

ですから、交通規制課といえども、まちづ

、 、くりとか あるいは中心市街地の活性化とか

そのためにどうするかという発想でぜひ前向

きに、柔軟にこういうのは取り組んでいただ

きたい。事故があったらどうするかばかり考

えぬで、ぜひそういう方向で、世界の流れも

見ながら判断をしていただきたいというふう

。 。に思うんです それだけ申し上げておきます

○早川英明委員長 ほかにございませんか。

（ はい」と呼ぶ者あり）「

○早川英明委員長 質疑がございませんでし

たら、これで質疑を終了したいというふうに

思います。

次に、議題(2)閉会中の継続審査について

お諮りをいたします。

本委員会に付託の調査事件につきまして

は、調査未了のため次期定例会まで本委員会

を存続して審査する旨議長に申し出ることと

してよろしゅうございますか。

（ はい」と呼ぶ者あり）「

○早川英明委員長 異議なしと認めます。そ

れでは、そのようにさせていただきます。

次、その他に入りますけども、その他何か

ございませんか。
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○小杉直委員 小宮部長、お尋ねです。

きのうの本会議でも髙木議員だったか、治

安と経済は表裏一体と、治安がよければ経済

は活性化して、治安が悪ければ景気も悪くな

ると、そういう話があっておりましたが、そ

のとおりだろうと思いますが、いわゆる秋葉

原でああいう悲惨な、残忍な、予想もつかな

い事件があって、おとといは大阪駅でも今度

は女が通り魔をやる。それで、新幹線が来て

観光その他で熊本は発展せにゃいかぬけれど

も、いつも言うように根底には安全、安心の

治安のよさがなければいけないわけです。

それで、交番はその後どぎゃんなりよりま

すか、駅前は。

○小宮地域振興部長 熊本駅前の交番の件で

ございますけれども、現在土木部のほうとそ

れから県警のほうとうちの地域政策課のほう

で事務的にこれは、新幹線開業時、それから

、 、最終形と 大きく分けて２段階ございますが

それに向けて引っ越しもせざるを得ないです

けれども、できる限り治安、安心、安全な印

象を与える、そういう安心、安全なまちであ

る印象を与えるいい交番を、それぞれのタイ

ミングでうまく設けられるように協議を続け

ております。

現時点において、実際の駅前広場の計画で

すと、最終形が決まるときには、それをきち

っとこの場所というのはオープンできるんで

すけれども、まだそこに向けて若干の調整が

ございますもんですから、この場所でこうい

う形の交番ということを申し上げる段階には

まだないんですけれども、委員御指摘の点に

ついてはしっかり受けとめて、その方向で調

整を今している最中でございます。

、 、○小杉直委員 だんだんだんだん安全 安心

。 、治安については重要度を増してくる 日本の

、 。 、残念ながら 国内事情と思うですよ だから

やっぱり熊本の顔的な交番の位置づけという

のが大事と思いますから、その大型交番とか

内容とかは別にして、観光客、県外のお客さ

ん、あるいは通行人が、交番があるというす

ぐわかりやすいような場所にしっかり検討し

ていただくように、また決定する前には個人

的にも事前の説明をしていただいて、私自身

が賛同するか反対するか、それは自分でも考

えていきますが、よろしくお願いしておきま

す。要望にかえます。

○早川英明委員長 ほかにございませんか。

（ はい」と呼ぶ者あり）「

○早川英明委員長 ほかにございませんでし

たら、本日の委員会はこれで閉会をいたした

いというふうに思います。

午後零時10分 閉会

熊本県議会委員会条例第29条の規定により

ここに署名する。

新幹線及び高速交通対策特別委員会委員長


